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中丹地域商業ガイドライン

１ 区域

福知山市、舞鶴市、綾部市

位置図

２ 商業まちづくりの基本方向

◆ 地域の概要

中丹地域は、人口は約１９．４万人（平成２９年７月時点）、面積は約１，２

４２ｋ㎡。由良川流域を中心に古代から栄え、近世は城下町、明治以降は旧陸軍

・海軍の拠点や製糸業等を中心に発展してきた。近年は、府営・市営の工業団地

をはじめ、多くの製造業が立地し、地域の産業の中心となっている。

商店街は、鉄道駅近くの中心市街地に形成され、１６商店街が振興組合または

協同組合を設立している。店舗面積が１万㎡を超える大型店は、平成７年開店の

舞鶴市東地区のらぽーる、平成１０年開店のジャスコ福知山店（現：イオン福知

山店）、平成１２年開店の舞鶴ＳＣバザールタウン、平成２０年開店のＳＵＰＥ

Ｒ ＣＥＮＴＥＲ ＰＬＡＮＴ-３ 福知山店、平成３０年度に開店予定のジュンテ

ンドー西舞鶴モールの計５店舗である。

◆ 人口・商業集積等の動向

人口は、平成１７年が約２１．１万人、平成２２年が約２０．４万人、平成

２７年が約１９．６万人であり、微減傾向にある。

交通については、ＪＲ山陰本線・福知山線・舞鶴線、京都丹後鉄道宮福線・宮

舞線による鉄道交通網が形成されている。また、舞鶴若狭自動車道は吉川ＪＣＴ

から福知山市、綾部市、舞鶴市を経て敦賀ＪＣＴまで伸び、平成２７年７月には

京都縦貫自動車道が全線開通し、京阪神地区と中丹地域や北陸地方を結ぶ交通の

要所となっている。

一方、商業統計に見る小売業の年間商品販売額は、平成１４年が２，３１０億

円、平成１９年が２，２９０億円、平成２６年が１，９２７億円であり、近年に
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おいて特に厳しい傾向にある。また、商店街においても、多くの空き店舗が発生

するなど厳しい状況が顕在化している。

◆ 地域事情等

管内の商店街は、古くから「まちの顔」として栄えてきたが、郊外への大型店

の出店、地域経済の低迷、少子高齢化の進展に加え、消費志向の多様化や消費行

動の広域化などにより多くの空き店舗が発生するなど、商店街の衰退が進行して

いる。このような中、中心市街地の賑わい創出や商店街・商業の活性化に向け、

商店街団体等の行う集客力の向上や賑わい創出の取組を補助金等を活用し促進し

ているが、商店主の高齢化や後継者不足の深刻化もあり、厳しい状況が続いてい

る。一方、福知山市においては、京都府で初めて国の認定を受けた「福知山市中

心市街地活性化基本計画」が平成２８年度から２期目に入り、まちなかへの

回遊を促すための集客拠点施設の整備、空き店舗の活用等賑わい創出事業に取り

組んでいる。

３ 地域内の中心市街地エリア

◆ 福知山市の中心市街地エリア

概要

位置図

◆ 舞鶴市の中心市街地エリア（舞鶴市立地適正化計画に基づく誘導区域）

東地区

概要

位置図

◆ 西地区

概要

位置図



- 3 -

◆ 綾部市の中心市街地（ＪＲ綾部駅周辺地区）エリア

概要

位置図

４ 地域内の特定大規模小売店舗の誘導エリア

◆ 福知山市の誘導エリア

概要

位置図

◆ 舞鶴市の誘導エリア

概要

位置図

◆ 綾部市の誘導エリア

概要

位置図

※「誘導エリア」及び「抑制エリア」

誘導エリアは、特定大規模小売店舗を誘導する（立地可能にする）エリアであ

り、抑制エリアは、特定大規模小売店舗の立地を抑制するエリアであって、誘導

エリア以外のすべてのエリアをいいます。

※「誘導エリア（特例誘導エリア）」

誘導エリアに指定するエリアのうち、中心市街地以外で、既に特定大規模小売

店舗が立地しているエリアであり、その商業集積地としての役割を今後において

も保持するために、特定大規模小売店舗の立地可能エリアとして指定するものを

いいます。
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５ 特定大規模小売店舗に求める地域貢献策

◆ 地域のまちづくりへの支援

（１）行政や自治会等が取り組む安心・安全のまちづくりへの参画

（２）周辺地域における歩道や街路灯の設置、街路樹等緑化への協力

（３）歩いて暮らせるまちづくりへの協力（コミュニティバス運行への協力等）

（４）店舗周辺の清掃、放置自転車の整理など環境美化対策への協力

（５）災害備蓄など緊急時対応への協力（地域防災協定の締結等）

（６）地球温暖化対策、循環型社会推進への理解と協力

（７）行政等が取り組む交通安全・交通渋滞対策への理解と協力

◆ 地域コミュニティへの支援

（１）地域の祭り、花火大会等の伝統催事・恒例行事への協力

（２）自治会等の地域団体が行う活動への積極的参加や協力

（３）高齢者等に配慮した店舗づくり（ユニバーサルデザインの導入等）

（４）青少年健全育成に配意した店舗運営及び行政、学校等との連携体制の整備

（５）店舗内のコミュニティスペース（展示場、会議室、子育て広場等）の確保

（６）行政や地域の商工会・商工会議所、商店街振興組合等が実施する子育て支援事

業への協力

◆ 地域の経済社会への貢献

（１）地域の商工会・商工会議所、商店街振興組合等への加入及び活動への参加

（２）地元雇用、特に安定的雇用の確保や障害者雇用促進への協力

（３）地域の地産地消の取組や地域ブランド商品の販路開拓への協力

（４）地域の卸売業者との取引促進、地元小売業者のテナント出店への協力

（５）核テナント撤退等の早期情報提供及び万全の事後対策の実施

（６）食品等の安心・安全の確保など行政の消費者保護の取組への協力



- 5 -

６ 既存大規模小売店舗の事業者が取り組んでいる地域貢献策

◆ 市との間で地域防災協定を締結し、安心・安全のまちづくりに貢献されている。

７ 地域商業ガイドライン策定協議会

＜事務局＞

京都府 商工労働観光部 商業・経営支援課

ＴＥＬ：０７５－４１４－４８２２

ＦＡＸ：０７５－４１４－４８７０

Ｅ－ｍａｉｌ：keieishien@pref.kyoto.lg.jp

京都府 中丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室

ＴＥＬ：０７７３－６２－２５０６

ＦＡＸ：０７７３－６２－２８５９

Ｅ－ｍａｉｌ：chushin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp

規約
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福知山市の中心市街地エリアの概要

１ 区域

京町、呉服町、長町、上新町、下新町、菱屋町（一部）、上紺屋町、南栄町、北

栄町、内記一丁目、内記二丁目、内記三丁目、内記四丁目、内記五丁目、内記六

丁目、内記六丁目北、東中ノ町、西中ノ町（一部）、中ノ町、鍛冶町、下柳町、

岡ノ一・二町、東本町、下紺屋町（一部）、西本町、南本町、北本町一区、駅前

町、西町（一部）、陵北町（一部）、蛇ケ端（一部）、西岡（一部）、北羽合

（一部）

位置図

２ 中心市街地エリアの現況・特色

（１）昭和４６年及び昭和４７年の駅正面通り商店街での大型店２店の立地により、

商業活動の重心が東部地区（新町、内記新町、広小路、アオイ通り）から西部

地区（駅正面）に移行し、駅正面通り商店街の活力と新町商店街の停滞が現れて

くる。

（２）平成６年頃から増え始めた市内各地での１，０００㎡前後の食品スーパーの出店

と蛇ケ端及び国道沿線への大型店の立地などによる影響で、中心市街地の商業は

商圏をいっそう狭め、東部地区の衰退がさらに際立ってきた。

（３）本市の中心市街地の特徴は、大規模な再開発が行われたＪＲ駅舎に隣接し、今

後、相対的に高い活力を発揮しなければならない西部地区と、ドッコイセやイベン

ト等文化性を絡めた商店活動と居住空間として利便性を高める環境整備との調和を

追求する東部地区といった、それぞれの特性を活かすことが重要である。

（４）西部地区は、連続立体交差事業と駅周辺整備事業等多額の資本を投入しており、

駅周辺地区が「福知山の顔の中の顔」として、機能していかなければならない。

（５）東部地区は、商業の活性化もさることながら、居住空間として魅力ある街にす

る必要がある。
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（６）平成２３年３月「福知山市中心市街地活性化基本計画」が国の認定を受け、駅

周辺、城周辺、広小路通りにおいて主要事業を実施した。平成２８年３月に第２

期計画の国の認定を受け、さらに事業を推進している。

３ 中心市街地エリアの総面積

約１１６ｈａ

４ 中心市街地活性化基本計画の策定状況

平成１２年３月１６日策定済

平成２３年３月２５日策定済

平成２８年３月１５日策定済

５ 中心市街地活性化基本計画の国の認定等の状況

平成２３年３月２５日 認定

平成２８年３月１５日 認定

６ 中心市街地エリアの現状と将来目標

◆ 市街地整備改善及び商業等の活性化の基本方向

（１）平成２３年３月に福知山市中心市街地活性化基本計画が国の認定を受け、

駅周辺をはじめとして、城周辺、広小路通りの整備を進めてきた。

（２）平成２８年３月には第２期の認定を受けて、広小路通りの電線類地中化工

事や駅正面通りのリニューアル事業を進めている。

◆ 数値目標

◇ 人口

現状（平成２９年９月末 住民基本台帳人口）

５，４８０人

５年後（平成３４年度）目標

５，４４４人
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１０年後（平成３９年度）目標

５，４４１人

◇ 歩行者通行量

現状（平成２９年９月 中心市街地活性化基本計画 日・月の平均）

４，０６６人

５年後（平成３４年度）目標

４，４７２人

１０年後（平成３９年度）目標

４，９１９人

７ お問い合わせ先

福知山市 産業政策部 産業観光課

ＴＥＬ：０７７３－２４－７０７７

ＦＡＸ：０７７３－２３－６５３７

Ｅ－ｍａｉｌ：sankan@city.fukuchiyama.lg.jp
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舞鶴市の中心市街地エリアの概要
（舞鶴市立地適正化計画に基づく誘導区域）

東地区

１ 区域

北端： 市道潮路通線

東端： 市道八雲通線～市道千代田通線～市道和泉通線

南端： 市道森本町溝尻線

西端： 市道七条通線～府道舞鶴和知線

位置図

２ 中心市街地エリアの現況・特色

東地区は、明治３４年の舞鶴鎮守府開庁以来、多くの軍人やその家族が移住しで

きた町であり、現在の浜地区を中心に住宅、商店などの市街地整備が行われた。碁

盤目状に区画した市街地は、通り名に軍艦名がつけられるなど海軍とゆかりが深く、

東舞鶴駅周辺地区では土地区画整理事業による整備により、南北市街地の一体化が

図られた。東舞鶴駅北側では中心市街地を形成してきた商店街が位置しており、南

側には大型商業施設が立地している。

３ 中心市街地エリアの総面積

約６４２千㎡

４ 中心市街地活性化基本計画の策定状況

平成１４年３月２５日策定済
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５ 中心市街地活性化基本計画の国の認定等の状況

なし

６ 中心市街地エリアの現状と将来目標

◆ 市街地整備改善及び商業等の活性化の基本方向

東地区は、市街地にまとまって集積している商店街において来街者の減少によ

る売上の減少、商店主の高齢化、後継者不足などによる空き店舗・空き地の増加

といった商業の衰退が中心市街地に大きな影響を与えていることから、ＪＲ東舞

鶴駅周辺に都市機能を集約するとともに、人口減少が著しい駅北側の商店街周辺

を居住誘導区域に設定することで駅を中心とした均衡あるまちづくりを進めてい

く。

◆ 数値

◇ 人口

現状（平成２８年９月末 住民基本台帳人口）

３，３１０人

◇ 若年者人口

現状（平成２７年国勢調査人口１５～２９歳 市域全体）

１１，５１９人

◇ 事業所数

現状（平成２６年経済センサス基礎調査 市域全体）

３，８０５所

◇ 従業者数

現状（平成２６年経済センサス基礎調査 市域全体）

２９，７１３人
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◇ 年間商品販売額

現状（平成２６年商業統計調査 市域全体）

１３，２９２，２００万円

◇ 主要駅の乗降客数

現状（平成２７年年間乗客数）

５４８，０００人

◇ 歩行者通行量

現状（平成２９年６月）

２，６９０人

◇ 空き店舗数

現状（平成２５年３月）

５９店舗

７ お問い合わせ先

舞鶴市産業振興部 観光まちづくり室 観光商業課

ＴＥＬ：０７７３－６６－１０２４

ＦＡＸ：０７７３－６２－９８９１

Ｅ－ｍａｉｌ：kanshou@city.maizuru.lg.jp
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舞鶴市の中心市街地エリアの概要
（舞鶴市立地適正化計画に基づく誘導区域）

西地区

１ 区域

北端：国道175号～国道27号

東端：市道海舞鶴線～府道小倉西舞鶴線～市道伊佐津七日市線

南端：市道引土伊佐津線

西端：市道新町松陰線～朝代紺屋線～宮前引土新町線～引土島崎線～

府道志高西舞鶴線～国道27号

位置図

２ 中心市街地エリアの現況・特色

西地区は、田辺藩の城下町として、本町を中心に16か町を形成し町屋の暮らしを

展開してきた。芸屋台や振物など城下町固有の民衆文化を生み出し守り継がれてい

る。現在においても、田辺城址と城下町としてのたたずまいを残す古い町並みや、

歴史ある寺社仏閣など数多くの史跡が残されており、それらの地域資源を活かした

まちづくりを進めている。西舞鶴駅ではＪＲと京都丹後鉄道の２路線が乗り入れ、

接続駅となっている。西舞鶴駅北側では、中心市街地を形成してきた商店街が位置

しており、南側には大型商業施設が立地している。

３ 中心市街地エリアの総面積

約８７５千㎡

４ 中心市街地活性化基本計画の策定状況

平成１４年３月２５日策定済
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５ 中心市街地活性化基本計画の国の認定等の状況

なし

６ 中心市街地エリアの現状と将来目標

◆ 市街地整備改善及び商業等の活性化の基本方向

西地区は、市街地にまとまって集積している商店街において来街者の減少によ

る売上の減少、商店主の高齢化、後継者不足などによる空き店舗・空き地の増加

といった商業の衰退が中心市街地に大きな影響を与えていることから、ＪＲ西舞

鶴駅周辺に都市機能を集約するとともに、人口減少が著しい駅北側の商店街周辺

を居住誘導区域に設定することで駅を中心とした均衡あるまちづくりを進めてい

く。

◆ 数値

◇ 人口

現状（平成２８年９月末 住民基本台帳人口）

３，２１８人

◇ 若年者人口

現状（平成２７年国勢調査人口１５～２９歳 市域全体）

１１，５１９人

◇ 事業所数

現状（平成２６年経済センサス基礎調査 市域全体）

３，８０５所

◇ 従業者数

現状（平成２６年経済センサス基礎調査 市域全体）

２９，７１３人
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◇ 年間商品販売額

現状（平成２６年商業統計調査 市域全体）

１３，２９２，２００万円

◇ 主要駅の乗降客数

現状（平成２７年年間乗客数）

５１８，０００人

◇ 歩行者通行量

現状（平成２９年６月）

４，５２８人

◇ 空き店舗数

現状（平成２５年３月）

４８店舗

７ お問い合わせ先

舞鶴市産業振興部 観光まちづくり室 観光商業課

ＴＥＬ：０７７３－６６－１０２４

ＦＡＸ：０７７３－６２－９８９１

Ｅ－ｍａｉｌ：kanshou@city.maizuru.lg.jp
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綾部市の中心市街地（ＪＲ綾部駅周辺地区）エリアの概要

１ 区域

北側は市道井倉中央線、市道郡是裏線、綾部用水、都市計画道路青野延線で、

東側は市道南青野線、市道花ノ木線、市道川糸線、市道並松上町線、由良川左

岸で、南側は市道並松新町線、都市計画道路須知山線、都市計画道路新宮位田

線、都市計画道路駅前通線、都市計画上の近隣商業地域区画線で、西側は都市

計画道路新宮位田線で区画される区域

位置図

２ 中心市街地エリアの現況・特色

当エリアは、ＪＲ綾部駅を中心に旧来から本市の中心市街地として繁栄してきた

エリアで、鉄道やバスの交通ターミナル、市役所などの公共施設、商店街・商業施

設、住宅が集中し、本市における人と物の交流、賑わいの中心を担ってきたエリア

である。

また、近年ではＪＲ綾部駅北口の開設、下水道整備、都市計画道路整備などが進

み、都市基盤が充実してきたことに伴い、大規模小売店舗の立地や、民間企業によ

る住宅開発が活発に行われている。このことにより、商業活動の重心が駅北側に移

行しつつある。駅南側の商店街については、消費の流出により空洞化が進み、エリ

ア内の商店街等も賑わいが薄れ、空き地、空き家の増加など深刻な状況にある。

エリア内の古民家や歴史的建造物などの資産や、平成２６年に総合交流拠点施設

として整備したあやべグンゼスクエアを活かし、商業者や市民とともに魅力ある商

業環境の創出、都市住民との交流促進等を図ることにより、ＪＲ綾部駅で隔てた南

北地域のバランスのとれたまちづくりを進めなければならない。

３ 中心市街地エリアの総面積

約９０４千㎡

４ 中心市街地活性化基本計画の策定状況

平成１５年３月２９日策定済
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５ 中心市街地活性化基本計画の国の認定等の状況

なし

６ 中心市街地エリアの現状と将来目標

◆ 市街地整備改善及び商業等の活性化の基本方向

中心市街地エリアのＪＲ綾部駅南側については、旧来からの中心市街地であり、

古民家や通りの景観など綾部のまちが持つ資産を活かした魅力ある店舗展開によ

り商業の活力を生み出す。

また、ＪＲ綾部駅北側には都市住民との交流を目的とした施設整備や、住宅開

発、商業施設立地が進められてきたことにより、綾部の玄関としてふさわしい市

街地整備が整ってきた。

これら南北の商業地域等の魅力を相互に発信し、人が行き来するエリアづくり

を図る。

◆ 数値目標

◇ 人口

現状（平成２９年３月末、住民基本台帳人口）

２，８０８人

５年後（平成３４年度）目標

２，９００人

１０年後（平成３９年度）目標

３，２００人

◇ 若年者人口

現状（平成２７年国勢調査人口１５～２９歳）

３５６人

５年後（平成３４年度）目標

３７０人

１０年後（平成３９年度）目標

４２０人



- 17 -

◇ 事業所数

現状（平成２６年経済センサス基礎調査）

４７７所

５年後（平成３４年度）目標

４８０所

１０年後（平成３９年度）目標

４９０所

◇ 従業者数

現状（平成２６年経済センサス基礎調査）

３，４３８人

５年後（平成３４年度）目標

３，４６０人

１０年後（平成３９年度）目標

３，５３０人

７ お問い合わせ先

綾部市 農林商工部 商工労政課 商業担当

ＴＥＬ：０７７３－４２－４２６３

ＦＡＸ：０７７３－４２－４４０６

Ｅ－ｍａｉｌ：syokorosei@city.ayabe.lg.jp
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福知山市の誘導エリアの概要

１ 誘導エリアの区域

◆ 字名等

京町（一部）、呉服町（一部）、長町（一部）、菱屋町（一部）、上紺屋町

（一部）、南栄町（一部）、内記（一部）、東中ノ町（一部）、中ノ町（一

部）、下柳町（一部）、西本町（一部）、南本町（一部）、駅前町、陵北町

（一部）、西岡町（一部）、北羽合（一部）

（中心市街地内）

◆ 現況用途地域

商業地域

◆ 字名等

京町（一部）、呉服町（一部）、長町（一部）、上新町、下新町、菱屋町

（一部）、上紺屋町（一部）、南栄町（一部）、北栄町、内記（一部）、東

中ノ町（一部）、西中ノ町（一部）、中ノ町（一部）、鍛冶町、下柳町（一

部）、岡ノ一・二町、東本町、下紺屋町（一部）、西本町（一部）、南本町

（一部）、北本町一区、西町（一部）、陵北町（一部）、蛇ケ端（一部）

（中心市街地内）

◆ 現況用途地域

近隣商業地域

◆ 字名等

西岡町（一部）

（中心市街地外）

◆ 現況用途地域

商業地域

◆ 字名等
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北羽合（一部）、東羽合（一部）、広峯町（一部）、西岡町（一部）、陵北

町（一部）

（中心市街地外）

◆ 現況用途地域

近隣商業地域

◆ 字名等

岩井（一部）

（中心市街地外）

◆ 現況用途地域

近隣商業地域

位置図

２ 誘導エリアの総面積

約１３７ｈａ

３ 周辺地域の現況

（１）大型店の衰退により、中心市街地に集客力のある商業の核施設がなくなり、ま

た、同一敷地内に車を止めて買い物ができる商業施設がないため、消費行動に結び

つかなくなっている。

（２）本市の中心市街地の特徴は、大規模な再開発が行われたＪＲ駅舎に隣接し、今

後、相対的に高い活力を発揮しなければならない西部地区と、ドッコイセやイベン

ト等文化性を絡めた商店活動と居住空間として利便性を高める環境整備との調和を

追求する東部地区と、それぞれの特性を活かすことが重要である。

（３）西部地区は、連続立体交差事業と駅周辺整備事業等多額の資本を投入しており、
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駅周辺地区が「福知山の顔の中の顔」として機能していかなければならない。

（４）岩井・かしの木台周辺地区は大型店や郊外型店舗が立地しており、広域的な商圏

の維持や集客による流入促進に繋がっている。今後も良好な土地利用の誘導を図

り、中心市街地との相乗効果を図っていく。

４ 主要駅（バス停）及び距離

◆ ＪＲ福知山駅（誘導エリア地区内）

◆ 京都丹後鉄道荒河かしの木台駅（誘導エリア地区外）当地区までの距離500ｍ

５ お問い合わせ先

福知山市 産業政策部 産業観光課

ＴＥＬ：０７７３－２４－７０７７

ＦＡＸ：０７７３－２３－６５３７

Ｅ－ｍａｉｌ：sankan@city.fukuchiyama.lg.jp
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舞鶴市の誘導エリアの概要

１ 誘導エリアの区域

◆ 現況用途地域

商業地域、近隣商業地域、準工業地域

（うち一部地域除く）

位置図

２ 誘導エリアの総面積

約５，３５９千㎡

３ 周辺地域の現況

－

４ 主要駅（バス停）及び距離

ＪＲ東舞鶴駅、ＪＲ西舞鶴駅（誘導エリア地区内）

５ お問い合わせ先

舞鶴市産業振興部 観光まちづくり室 観光商業課

ＴＥＬ：０７７３－６６－１０２４

ＦＡＸ：０７７３－６２－９８９１

Ｅ－ｍａｉｌ：kanshou@city.maizuru.lg.jp
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綾部市の誘導エリアの概要

１ 誘導エリアの区域

◆ 字名等

西町一丁目、西町二丁目、駅前通、月見町（一部）

（中心市街地内）

◆ 現況用途地域

商業地域

◆ 字名等

本町一丁目（一部）、本町二丁目（一部）、本町三丁目（一部）、本町四丁

目、本町五丁目、本町六丁目、本町七丁目、本町八丁目、中ノ町一丁目、中

ノ町二丁目、中ノ町三丁目、広小路一丁目、広小路二丁目、広小路三丁目、

広小路四丁目、幸通、西新町、相生町、天神町

（中心市街地内）

◆ 現況用途地域

近隣商業地域

◆ 字名等

井倉新町（一部）、青野町（一部）、駅前通（一部）、西町三丁目（一部）

（中心市街地内）

◆ 現況用途地域

準工業地域

◆ 字名等

井倉町（一部）

（中心市街地外）

◆ 現況用途地域

準工業地域
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位置図

２ 誘導エリアの総面積

約９１３千㎡

３ 周辺地域の現況

（１）エリア内の中心商店街は、空き店舗、空き地が目立ち、その機能や活力が低下

している。街路整備などによりアクセスは向上しているが、まちの賑わいは薄れ

ている。

（２）平成１１年にＪＲ綾部駅北口が開設され、駅北周辺の宅地開発や、大型小売店舗

の立地等が進み、商業、もの、人の流れの中心となっている。

（３）駅北側や誘導エリア東側に隣接する青野町には、住宅地整備や集合住宅の建設に

より居住が進んでいる。

４ 主要駅（バス停）及び距離

ＪＲ綾部駅（誘導エリア地区内）

５ お問い合わせ先

綾部市 農林商工部 商工労政課 商業担当

ＴＥＬ：０７７３－４２－４２６３

ＦＡＸ：０７７３－４２－４４０６

Ｅ－ｍａｉｌ：syokorosei@city.ayabe.lg.jp


